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このメールマガジンは「フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）」
に関する情報共有ネットワークに御参加いただいている皆様に配信しております。

第160号のラインアップは次のとおりです。
┌ 今号の目次 ―――――――――――――――――――――――――――― 
　　　　　　
◇第1回新たな知見の蓄積勉強会の参加者募集開始のお知らせ
　　　　　　　
◇こども霞ヶ関見学デー説明会実施しました
　　　　    　　　　　　
◇第1回若手フォーラムを開催しました
　　　　　　
◇令和3年6月1日よりHACCPが完全義務化されます！　　　　　
           　　　　　
└―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇第1回新たな知見の蓄積勉強会の参加者募集開始のお知らせ
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　6月25日（金）「第1回食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会」
を開催します。
　「第1回食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会」では、近年注目
されている食品ロスに焦点を当て、「食品ロス削減に向けたフードシステムの
取組」をテーマとした有識者による講演・事例紹介の後、参加者が循環型社会
に向けての食品事業者としての対応等について意見交換を行う予定です。

【日時】6月25日（金）　
　　「第1回食の安全・信頼向上に関する新たな知見の蓄積勉強会
　　　～食品ロス削減に向けたフードシステムの取組～」　13：30～17：50
【場所】農林水産奨励会　三会堂ビル9階　石垣記念ホール
【形式】集合形式とWEB形式を併用したハイフレックス形式
　　　　※参加形式のご希望をお伺いしますが、社会状況によってはWEB形式
　　　　のみでの開催となる可能性もございますのでご承知おきください。
【参加申込方法】FCPホームページの申し込みフォームより登録
【申込締切】6月7日（月）

勉強会の詳細及び申し込みフォームはFCPホームページに掲載しております。
ぜひご参加ください。
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◇こども霞ヶ関見学デー説明会実施しました
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　こども霞ヶ関見学デーに参加を検討いただいている企業様に対し、5月13日（木）
に説明会を実施しました。今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
に努めながら、コンテンツ提供と実地プログラムの2つの方法で参加いただきたい旨
お願いしております。6月下旬にはこども霞ヶ関ホームページにて、プログラムの
内容およびプラグラムへの参加事前公募等情報が公開されますのでお楽しみに！

こども霞ヶ関見学デー概要
期間：8月18（水）・19日（木）
趣旨：夏休みに広く社会を知ることができるような体験活動を子供たちに提供し、
　　　活動を通して親子の触れ合いを深めてもらうとともに、政府、地方公共団体
　　　および民間企業等の施策について知ってもらう
　　　FCPの社会貢献活動として、消費者の方々に出展者様の食の信頼向上の取組を



　　　紹介する
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◇第1回若手フォーラムを開催しました
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　5月18日（火）第1回若手フォーラム～食の安全・信頼の観点から企業行動を
考える～を開催しました。
　今回のフォーラムでは、株式会社BMLフード・サイエンスの大澤幸弘様より
『FCPと協働の着眼点、ベーシック16について』、中央大学教授の青木英孝様
より『コーポレート・ガバナンスと企業の不祥事について』のご講演をいただ
いた後、ファシリテーターに株式会社フードサニテーション78の山下安信様を
迎えて『消費者の信頼確保のための取組について』をテーマとしたワーク
ショップを行いました。

初めてのWEB開催ということで、多くの方に事前準備から当日まで様々なご協力
をいただきました。感謝申し上げます。反省点を踏まえまして、さらに実りの
ある第2回若手フォーラムにしていきたいと思っております。
当日の概要、講演資料については、FCPホームページに掲載しております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇令和3年6月1日よりHACCPが完全義務化されます！
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食品衛生法が改正され、令和3年6月1日より、HACCPに沿った衛生管理が
完全義務化されます。

 この改正により、原則全ての食品等事業者は、一般的な衛生管理に加え、
衛生管理計画の作成、実施状況の記録の保管等HACCPに沿った衛生管理に取組む
必要があります。

 農林水産省では、食品等事業者の皆様が新制度に円滑に対応できるよう、
食品業界団体によるHACCP手引書の作成、学習教材等の情報提供等支援しています。

HACCP、衛生・品質管理（農林水産省HP）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/koudou_top.html#haccp

研修・学習教材のお知らせ（農林水産省HP）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/what_haccp/kensyu.html

食品衛生法の改正について（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

お問い合わせ先：食料産業局　食品製造課　03-3502-5743

（参考）HACCP管理アプリ紹介カタログ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/attach/pdf/koudou_top-9.pdf
※アプリの効果等を農林水産省が認定しているものではありません。
各アプリの詳細については各企業にお問い合わせください。
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◎ネットワーク参加者登録情報について
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　異動等により担当者様の変更や部署変更、新たな参加者登録等がございました
ら、以下のメールアドレス宛に御連絡下さい。



　　宛先：fcp_jimukyoku@maff.go.jp

----------------------------------------------------------------------
◎《 FCP通信 》に関するお問い合わせ
　　フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）に関して
　　御質問等がございましたら下記までお問い合わせ下さい。
　　　フード・コミュニケーション・プロジェクト事務局
      電話：03-6738-6166
      メール：fcp_jimukyoku@maff.go.jp
◎フード・コミュニケーション・プロジェクト ホームページ
　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/fcp/index.html
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┃消費者の「食」への信頼向上のため、FCPの活動をお取引先の皆様などに ┃
┃も御紹介下さいますようお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　┃
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